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国立医薬品食品衛生研究所の改革案について

－

＜平成22年度＞
２１６人

＜平成23年度～＞
２１８人

＜平成21年度＞
２１７人

≪削減数≫

改革効果１．ヒト（組織のスリム化）

（内訳）
管理部門 ２６人
研究部門 １９１人

（内訳）
管理部門 ２４人
研究部門 １９２人

（内訳）
管理部門 ２４人
研究部門 １９４人

１

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度
要求

定員 ２２５ ２２３ ２２１ ２１７ ２１６ ２１８

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

定員 ２９ ２９ ２７ ２６ ２４ ２４

・管理部門の合理化

・毎年度２％以上の合理化（国立衛研全体）

○ 定員合理化・増員による年度別定員数の推移

≪売却見込額≫

※ 国有財産台帳価格

▲９，８８２百万円・府中移転後の、敷地（世田谷区上用賀）の売却 （面積 30,578.5㎡）
※ 移転時期の見込みは平成30年度末

※ 運営費（人件費を除く）、試験研究費等の推移

３．カネ（財政支出の削減）

＜平成21年度＞ ＜平成22年度＞ ＜平成23年度～＞

▲２４百万円１，２４７百万円 １，２２３百万円１，２７１百万円

≪削減額≫

主な内訳等 ・備品費・消耗品費等の見直しによる減 ･･････▲２１百万円

・一斉取締試験等業務の見直しによる減 ･･････▲ ２百万円

２．モノ（余剰資産などの売却）

※ 定員合理化と増員要求を考慮

定員合理化による７人の削減について
は、業務の合理化等を検討し、平成２２
年度末までに見直す。

なお、平成２３年度定員要求において、
９人（研究部門）の増員要求をしている。



（１）一斉取締試験等業務に係る経費削減

○ 一斉取締試験等業務の予算額については、消耗器材費約２百万円を減額する方向で見直す。

⇒ 一斉取締試験等業務については、不良医薬品等の発生の減少等から試験実施件数も減少しているため、試験

に用いる消耗器材を効率的に使用することにより、平成２３年度予算概算要求を１３百万円から１１百万円

（▲２百万円）に減額する方向で関係機関と調整する。

 一斉取締試験等業務に係るコスト削減

改善効果

２

４．事務・事業の改革

（２）国民への情報提供

○ 国立衛研の活動について、情報提供を行う。

⇒ 国立衛研の活動を広く一般の方々に知っていただくため、また、科学技術について理解と関心を深めていただく

ことを目的として、毎年７月末の平日に開催している「一般公開」を来所者へのアンケート調査を踏まえ、平成２３

年度より土曜日又は日曜日に開催するとともに、職員の資質向上を目的として所内で開催している講演会を一般

に公開するなど、国民への情報提供に一層努める。

また、平成２１年度より、各研究者の毎月の研究実績をマンスリーリポートとしてホームページに掲載しているとこ

ろであり、引き続きホームページの充実に努める。

 専門研究分野を活かした社会貢献及び国立衛研の認知度の向上

改善効果



３

 レギュラトリーサイエンス分野の人材の充実及び基礎的研究の推進

改善効果

○ 医薬品等の承認審査に必要なガイドライン・試験法、あるいは輸入食品の検査に必要な試験法などの作成に係る研究

といった、レギュラトリーサイエンス（厚生労働行政に科学的根拠を与える試験・研究調査）を行っており、そのためには、

関連する分野の最新の科学技術の進歩を踏まえた基礎的研究の蓄積が不可欠である。

（３）レギュラトリーサイエンス（厚生労働行政に科学的根拠を与える試験・調査研究）に係る基礎的

研究の充実

⇒ 任期付き職員、再任用職員、非常勤職員等を活用することにより、レギュラトリーサイエンス分野の人材の充実及
び基礎的研究を推進する。



（１）組織の見直し
○平成１４年４月 医薬品や食品の安全性、有効性の評価に関する調査研究を総合的に推進→国立試験研究機関の再構築

・国立感染症研究所及び国立公衆衛生院の食品部門との統合

・伊豆薬用植物栽培試験場を廃止

・遺伝子細胞医薬部、食品衛生管理部、医薬安全科学部の３部を新設

○平成１６年４月 医薬品等承認審査機関の統合 → （独）医薬品医療機器総合機構の設置

・医薬品医療機器審査センターを分離し、（独）医薬品医療機器総合機構に統合

○平成１７年４月 医薬品等技術の向上のための基盤技術の研究環境整備 → （独）医薬基盤研究所の設置

・大阪支所の廃止

・細胞バンク業務及び薬用植物栽培試験場（北海道､筑波､和歌山､種子島）を（独）医薬基盤研究所に移管

（２）業務の見直し（研究開発機関評価等への対応）
○平成１５年４月 情報部門の強化：対象範囲（化学物質）に医薬品、食品を追加（化学物質情報部 → 安全情報部）

○平成１９年４月 対応部の明確化：生殖毒性（薬理部 → 毒性部）

食品関連部門の強化：新開発食品と食品アレルギー（食品部 → 代謝生化学部）

情報部門の整理：ネットワーク管理（安全情報部 → 医薬安全科学部）

○平成２０年４月 細胞組織医療機器体制の強化：療品部の室を振替（理化学試験室→第４室）

○平成２２年４月 業務の整理統合：生活関連製品業務の統合（生活衛生化学部）

医療機器への特化（医療機器部）

４

５．これまで行ってきた組織・業務の見直し



５

○府中移転の経緯と現状

・昭和63年：国立衛研の移転決定（閣議決定）

・平成元年 ：移転先が府中市米軍基地跡地に決定

先行して処分されていた基地跡地の利用（斎場
建設）問題、厚労省の直轄研究所の再編問題、
東京都や府中市の財源問題等から、移転作業が
一時期停滞

・平成18、20、21年：住民説明会開催

・平成20年10月：府中市は「府中基地跡地留保地利
用用計画」を策定し、財務省に提
出

・平成21年11月：行政刷新会議で国家公務員宿舎建
設の見直し

→ 府中基地跡地の国家公務員宿舎建設は凍結

・平成22年 ３月：基地跡地に鉛の土壌汚染の存在が
判明

・平成22年 ７月：特定国有財産整備計画の要求

（移転時期の見込は平成30年度末）

○老朽化した庁舎

・事務及び研究庁舎等は、敷地内に23棟が散在

・最も古い棟は旧日本陸軍の庁舎
その他の棟もほとんどが昭和30年代から50年代に
建築された棟がほとんどであり、旧耐震基準（昭和
56年以前）で建設

・府中移転を控えていることから、これまで新規施設
の建築や施設の大幅な改修等は行っていない

○庁舎及び設備の老朽化により、漏水
が発生、漏電による火災や自然災害
による庁舎倒壊の恐れあり

→ 早期移転
→ 現状維持のための改修

が必要

平成２３年度に行う予定の事業（予算要求中）
○土壌（深度）調査 ○地中埋設物調査（一次調査） ○道路計画・交差点設計 ○安全協定推進協議会の設置

これまで行ってきた事業
○都市計画変更（用途地域及び地区計画）に係る協議 ○住民説明会の開催 ○現況交通量調査 ○生態系調査
○風評被害調査 ○地質調査 ○建築基本条件書の作成 ○各研究室の諸元表等（機器リスト含む）の作成 等

参考：国立衛研の課題（府中移転の遅れと庁舎の老朽化）


